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（１）経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2026年12月期第１四半期 1,916 12.6 189 － 198 － 134 －

2025年12月期第１四半期 1,701 △14.1 △51 － 5 △92.9 △3 －

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2026年12月期第１四半期 25.09 －

2025年12月期第１四半期 △0.66 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2026年12月期第１四半期 12,167 9,467 77.8

2025年12月期 11,555 9,371 81.1

（参考）自己資本 2026年12月期第１四半期 9,467百万円 2025年12月期 9,371百万円

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2025年12月期 － 20.00 － 25.00 45.00

2026年12月期 －

2026年12月期（予想） 25.00 － 25.00 50.00

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期（累計） 4,100 7.7 200 729.0 200 118.0 140 133.5 26.02

通期 7,700 △0.6 300 48.4 300 7.0 210 38.4 39.03

１．2026年12月期第１四半期の業績（2026年１月１日～2026年３月31日）

（２）財政状態

２．配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

３．2026年12月期の業績予想（2026年１月１日～2026年12月31日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2026年12月期１Ｑ 5,815,294株 2025年12月期 5,815,294株

②  期末自己株式数 2026年12月期１Ｑ 441,957株 2025年12月期 434,157株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2026年12月期１Ｑ 5,374,854株 2025年12月期１Ｑ 5,538,115株

※  注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更    ：無

②  ①以外の会計方針の変更                  ：無

③  会計上の見積りの変更                    ：無

④  修正再表示                              ：無

（３）発行済株式数（普通株式）

※  添付される四半期財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー：有（任意）

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断

する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は様々な要

因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等に

ついては、添付資料２ページ「１．経営成績等の概況　(３）業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧くだ

さい。
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１．経営成績等の概況

（１）当四半期の経営成績の概況

　当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、堅調な企業業績や雇用・所得環境の改善を背景に緩やかな回復基

調が続いております。その一方で、米国の通商政策の動向や中東情勢の緊迫化による原油や石油製品の供給不安、

それに伴う物価上昇など、景気の先行きは依然として不透明な状況にあります。

　フォーム印刷業界におきましては、企業や行政機関におけるデジタル化、ペーパーレス化の進展により、従来の

印刷需要は減少傾向にあり、差別化や付加価値の創出が求められております。また、原材料費、物流費の高騰や人

件費の上昇といったコスト面の圧力も増加しており、厳しい経営環境が続いております。

　このような情勢の中、当社は引き続きお客様のご理解を得ながら、社会情勢を踏まえた適正価格での販売促進に

努めるとともに、給付金や地域商品券をはじめとする公的需要の取り込み、企業における省力化・効率化に向けた

アウトソーシング需要の獲得に取り組んでまいりました。また、印刷機能の集約による生産効率及び稼働率の向上

を図り、運営コストの削減にも努めております。この結果、売上高1,916百万円（前年同四半期比12.6％増）、営

業利益189百万円（前年同四半期は営業損失51百万円）、経常利益198百万円（前年同四半期比3310.5％増）、四半

期純利益134百万円（前年同四半期は四半期純損失３百万円）となりました。

　また、売上状況につきましては、印刷関連637百万円（前年同四半期比4.8％増）、ＤＰＰ1,098百万円（前年同

四半期比17.9％増）、ＷＥＢ62百万円（前年同四半期比28.9％増）、ＢＰＯ117百万円（前年同四半期比4.3％増）

となっております。

（２）当四半期の財政状態の概況

　当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べて611百万円増加し、12,167百万円となりまし

た。資産の部においては、流動資産が114百万円減少し4,773百万円、固定資産が726百万円増加し7,393百万円とな

りました。また、負債の部においては、流動負債が86百万円増加し1,452百万円、固定負債が429百万円増加し

1,247百万円となりました。この結果、純資産の部においては、96百万円増加し9,467百万円となり、自己資本比率

が77.8％となりました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2026年２月10日に公表いたしました2026年12月期の業績予想につきましては、変更はありません。
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(単位：千円)

前事業年度
(2025年12月31日)

当第１四半期会計期間
(2026年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,307,864 3,251,482

受取手形、売掛金及び契約資産 993,876 998,765

電子記録債権 24,631 34,191

製品 171,017 177,588

仕掛品 21,624 12,655

原材料 30,331 32,446

その他 339,695 267,569

貸倒引当金 △633 △746

流動資産合計 4,888,407 4,773,954

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 933,795 920,384

機械及び装置（純額） 76,438 76,962

土地 2,491,745 2,491,745

その他（純額） 436,743 1,006,620

有形固定資産合計 3,938,722 4,495,712

無形固定資産 15,598 23,115

投資その他の資産

投資有価証券 1,808,934 1,959,786

その他 912,176 923,255

貸倒引当金 △8,629 △8,629

投資その他の資産合計 2,712,481 2,874,411

固定資産合計 6,666,803 7,393,239

資産合計 11,555,210 12,167,194

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 464,750 485,879

電子記録債務 229,044 －

未払法人税等 20,774 91,154

賞与引当金 64,134 128,030

役員賞与引当金 17,300 3,625

その他 569,661 743,401

流動負債合計 1,365,665 1,452,090

固定負債

資産除去債務 101,320 101,483

その他 716,632 1,145,814

固定負債合計 817,952 1,247,297

負債合計 2,183,618 2,699,388

純資産の部

株主資本

資本金 798,288 798,288

資本剰余金 608,489 611,026

利益剰余金 7,648,877 7,649,216

自己株式 △396,638 △406,604

株主資本合計 8,659,016 8,651,927

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 712,574 815,877

評価・換算差額等合計 712,574 815,877

純資産合計 9,371,591 9,467,805

負債純資産合計 11,555,210 12,167,194

２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表
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(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自　2025年１月１日
　至　2025年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自　2026年１月１日

　至　2026年３月31日)

売上高 1,701,896 1,916,131

売上原価 1,376,396 1,364,114

売上総利益 325,500 552,017

販売費及び一般管理費 377,083 362,518

営業利益又は営業損失（△） △51,583 189,498

営業外収益

受取利息 676 2,467

受取配当金 3,916 7,524

受取保険金 52,749 －

受取賃貸料 746 771

雑収入 1,225 2,707

営業外収益合計 59,315 13,471

営業外費用

支払利息 1,251 3,422

賃貸費用 84 84

固定資産除却損 307 592

支払手数料 260 115

営業外費用合計 1,903 4,215

経常利益 5,827 198,754

税引前四半期純利益 5,827 198,754

法人税、住民税及び事業税 21,625 81,674

法人税等調整額 △12,127 △17,788

法人税等合計 9,498 63,886

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,670 134,868

（２）四半期損益計算書
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（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

　四半期財務諸表は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第４条第１項及び我が国において一

般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項

に定める記載の省略が適用されている。）に準拠して作成しております。

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

前第１四半期累計期間
（自  2025年１月１日

至  2025年３月31日）

当第１四半期累計期間
（自  2026年１月１日

至  2026年３月31日）

減価償却費 46,790千円 51,379千円

（四半期キャッシュ・フロー計算書に関する注記）

  当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間に

係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

（セグメント情報等の注記）

【セグメント情報】

　当社は、印刷関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（1）払込期日 2026年４月24日

（2）処分する株式の種類及び株式数 当社普通株式　6,440株

（3）処分価額 １株につき1,203円

（4）処分価額の総額 7,747,320円

（5）割当予定先 当社取締役（社外取締役を除く。）３名　6,440株

（重要な後発事象の注記）

（譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分）

　当社は、2026年４月７日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことに

ついて決議し、2026年４月24日に払込を完了いたしました。

１．処分の概要

２．処分の目的及び理由

　当社は、2021年２月10日開催の取締役会において、当社の取締役（社外取締役を除きます。以下同じ。）

に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、

株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度とし

て、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）を導入することを決議し、また、2021年３月

30日開催の第53回定時株主総会において、①本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産と

して、既存の金銭報酬枠の内枠で、当社の取締役に対して総額で年額15百万円以内の金銭報酬債権を支給す

ること、②譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役を退任日（ただし、本割当株式の交付

の日の属する事業年度の経過後３月を経過するまでに退任又は退職する場合につき、当該事業年度経過後６

月以内で当社の取締役会が別途定めた日があるときは、当該日）までの期間とすること、並びに③(i)当社

の取締役会が定める役務提供期間の間、継続して、当社の取締役の地位を有すること、及び(ii)当該役務提

供期間満了前に当社の取締役を退任した場合には当社の取締役会が正当と認める理由があることを譲渡制限

の解除条件とすることにつき、ご承認をいただいております。
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製品区分 販売高（千円） 前年同四半期比（％）

印刷関連 637,654 104.8

ＤＰＰ 1,098,669 117.9

ＷＥＢ 62,330 128.9

ＢＰＯ 117,477 104.3

合計 1,916,131 112.6

３．その他

　販売実績

　当第１四半期累計期間（自 2026年１月１日 至 2026年３月31日）における販売実績を製品区分別に示すと、次のと

おりであります。
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独立監査人の四半期財務諸表に対する期中レビュー報告書

2026年５月12日

光ビジネスフォーム株式会社

取　締　役　会　　　御　中

有限責任監査法人トーマツ

東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 山　　澄　　直　　史

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 後　　藤　　久 美 子

監査人の結論
　当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている光ビジネスフォーム株式会社の2026
年1月1日から2026年12月31日までの第59期事業年度の第1四半期会計期間（2026年1月1日から2026年3月
31日まで）及び第1四半期累計期間（2026年1月1日から2026年3月31日まで）に係る四半期財務諸表、す
なわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について期中レビューを行った。
　当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、株式会社東京証券取引所の
四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸
表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用され
ている。）に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかっ
た。

監査人の結論の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビ
ューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の期中レビューに
おける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会
的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる
証拠を入手したと判断している。

四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成
基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。）に準拠して四半期財務諸表を作成することに
ある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1
項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期
財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。）に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。

四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立
場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビュー
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その
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(注) １　上記の期中レビュー報告書の原本は当社(四半期決算短信開示会社)が別途保管しております。

２　XBRLデータ及びHTMLデータは期中レビューの対象には含まれていません。

他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表におい
て、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に
公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4
条第2項に定める記載の省略が適用されている。）に準拠して作成されていないと信じさせる事項が
認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、期中レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付
結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日ま
でに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
くなる可能性がある。

・　四半期財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準
第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（た
だし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。）に準拠し
て作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュ
ー上の重要な発見事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去
するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガード
を適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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